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１st ステージ

学校における働き方改革推進プラン(平成30年2月策定)

学校における働き方改革の推進に
向けた実行プログラム (令和５年度から令和８年度まで)

【主な取組】

ICTを活用した在校時間の把握、学校閉庁日の設定

専門スタッフの配置(SC・SSW・部活動指導員等)

TEPROの設置(人材ﾊﾞﾝｸや法律相談等で学校支援)

DX推進(統合型校務支援ｼｽﾃﾑ、公用ｽﾏﾎ貸与)

外部人材（ｽｸｻﾎﾟ・ｴﾃﾞｭｱｼ等）の大幅拡充

働きやすい環境(未来型オフィス、テレワーク、育業等)

２nd ステージ

【主な取組】

部活動改革（地域連携・地域移行推進等）

相談しやすい職場づくり(アウトリーチ型相談、LINE相談）

部活動改革（ガイドライン策定・部活動指導員等）

教員のメンタルヘルスサポート

・教員の時間外勤務の削減等を目標に、「実行プログラム」等を策定し、外部人材の拡充やDXの推進
など様々な取組を推進
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都内公立学校における「働き方改革」のこれまでの取組



教員一人一人の心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいをもって職務に従事で

きる環境を整備することにより、学校教育の質の維持向上を図る。

１学校における働き方改革の目的

３学校における働き方改革の目標

２本プランの位置付け

都立学校に対する都教育委員会としての実施計画

区市町村教育委員会における実施計画の策定を支援

的な対策を実施

４ 取組の方向性

以下の５点を柱とし、総合的な対策を実施

５保護者・地域社会の理解促進及び国への働き掛け

啓発活動を実施

Ⅰ  プランの基本的考え方

「学校における働き方改革推進プラン」の策定について（概要）

➣今後、都教育委員会は本プランにより、都立学校における働き方改革を着実

に推進するとともに、区市町村教育委員会における実施計画の策定やその取組に対す

る支援等を、必要に応じて実施

➣目標の達成状況を検証し、必要な施策の見直しを行うなど、継続的に学校

の働き方改革を推進

週当たりの在校時間が６０時間を超える教員をゼロにする。

➣都内公立学校における当面の共通目標とし、今後この目標の達成に向けた総合

全ての都内公立学校教員における長時間労働を改善
➣ 本取組を通じ、週当たりの在校時間が６０時間を超えている教員のみならず、

務時間の仕組みなど制度面に関する見直しについて国に要望・提言

➣ 働き方改革の意義や取組について、保護者や地域社会の理解を促進するための

➣ 教職員定数の改善・充実や業務改善の促進等に係る財政的支援、弾力的な勤

当面の目標

※  上記でいう在校時間６０時間とは、月当たりの時間外労働がおおむね８０時間となる状態を週当たりに
換算したもの。

（１）在校時間の適切な把握と意識改革の推進

教員の在校時間を適切に把握する必要があることから、ＩＣＴの活用やタイムレコーダー

等により、在校時間を客観的に把握・集計するシステムを構築

（２）教員業務の見直しと業務改善の推進

教員の専門性が求められる業務を精選し、教員以外の者が担うことができるものについて、役

割分担の見直しやＩＣＴ化の推進などに取り組み、学校や教員の負担を軽減

（３）学校を支える人員体制の確保

「チーム学校」としての体制を整備するため、学校事務職員の職務内容の明確化やスクールカ

ウンセラー等の専門スタッフの充実を図るとともに、地域との協働活動等を通じた教育支援活

動を充実

（４）部活動の負担を軽減

部活動に係るガイドラインを作成し、活動時間の見直しや休養日の設定の在り方を示す

とともに、「部活動指導員」や外部指導員の活用を促進

（５）ライフ・ワーク・バランスの実現に向けた環境整備
教員自身が個人や家族で過ごす時間及び自己研鑽の機会を確保できるよう、

ライフ・ワーク・バランスの実現に向けた取組を推進

１st ステージ
平成３０年２月

東京都教育委員会
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Ⅱ  都立学校における働き方改革に向けた取組

都立学校における取組

当面の目標の達成に向けて、教員一人一人が時間を意識した働き方を日々実践できるよ

う、以下のとおり取組方針を示し、都立学校における働き方改革を促進

取組方針

① 平日は、１日当たりの在校時間を１１時間以内とすること。

② 週休日である土曜日、日曜日については、連続して業務に従事することがないよう、どちらか

一方は必ず休養できるようにすること。

（１）在校時間の適切な把握と意識改革の推進

（２）教員業務の見直しと業務改善の推進

（４）部活動の負担を軽減

（５）ライフ・ワーク・バランスの実現に向けた環境整備

（３）学校を支える人員体制の確保

教員一人一人に時間を意識した働き方の実践を促すため、タイムマネジメントやライフ・ワーク・バ

ランスに関する研修を実施

務環境の改善に向け、各学校の実情に応じた自律的な取組を促進

➣ 管理職が教員の在校時間を適切に把握することを通じ、メンタルケアの更なる充

➣

➣ 定時退庁日や長期休業中等における連続した学校閉庁日を設定するなど、勤

実や長時間労働の改善を含めたライフ・ワーク・バランスを実現

➣ 教員の在校時間に対する自己管理意識の醸成

研究を進め、その具体化を検討（都立学校スマートスクール構想）

目的や頻度、時期等を改めて精査するなど、調査等を縮減

伴う負担を軽減

※ 「マイ・キャリア・ノート」
都内公立学校全教員を対象とした研修履歴自己管理システムのこと。

➣「マイ・キャリア・ノート※」の機能を拡充し、研修動画を配信することにより通所に

➣ 教育庁各部において調査や依頼等の縮減に向けた具体的な数値目標を設定し、

➣ 教員の授業準備や成績処理等の校務の軽減や授業の質の向上に資する実証

いて、文化部活動も含めたガイドラインを都教育委員会において作成・周知

法令上、顧問教員に代わって専門的な技術指導や休日の大会引率等を行うことができ

る「部活動指導員」が学校職員として新たに位置付けられたことから、当該指導員を全都立

高校に配置し、顧問教員の負担を軽減

に対する研修等を定期的・計画的に実施し、資質を向上
➣ 都教育委員会及び各学校は、高等学校体育連盟と連携し、「部活動指導員」

➣

➣ 活動時間や休養日についての基準の設定、適切な部活動運営の在り方等につ

都立学校の学校経営計画においてライフ・ワーク・バランス推進策を明記

の意識改革や職場風土の醸成を推進

取得している教員について、昇任選考の受験が可能となるよう制度を改正

子供の急な病気に対応する病児保育に特化したベビーシッターや家事代行付きのベビーシ

ッターの利用に関する利用料金を助成
➣

➣ 育児休業の取得促進及びライフ・ワーク・バランス推進の観点から、育児休業を

➣ 人事考課制度における自己申告等を通じ、長時間労働の改善に向けた教員

➣

経営支援員」として任用・配置し、学校経営補佐等の業務を担わせることにより、

副校長の負担を軽減

➣ 副校長の業務内容を分析・精選するとともに、ＩＣＴ機器の更なる活用など、

副校長業務及び支援の在り方を検討

➣ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等のニーズが増え続けていることなどを踏まえ、今後もこ

うした専門スタッフの配置を促進

➣ 再任用・非常勤教員を満了となった者等のうち今後も働く意欲がある者を「学校
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実施計画の策定

（１）在校時間の適切な把握と意識改革の推進

（２）教員業務の見直しと業務改善の推進

（４）部活動の負担を軽減

（３）学校を支える人員体制の確保

➣

➣

➣

いて、文化部活動も含めたガイドラインを都教育委員会において作成・周知
➣ 活動時間や休養日についての基準の設定、適切な部活動運営の在り方等につ

Ⅲ  小・中学校における働き方改革に向けた取組

小・中学校における働き方改革を一層促進するため、取組の方向性（５点の柱）

等を踏まえ、区市町村に対する支援・補助等を実施

都の定める当面の目標を踏まえ、各区市町村教育委員会が地域の実情や所管する

各学校の実態を勘案しながら、取組方針や具体的な取組内容、取組に関する検証

等を盛り込んだ実施計画を平成３０年度中に策定するよう、都教育委員会として働

き掛け

また、各区市町村教育委員会に対して目標の達成状況等について報告を求めるなど取

組の実効性を担保するとともに、計画策定状況等についても公表

区市町村教育委員会に対する支援等

在校時間の把握をＩＣカード等のシステムにより行う区市町村教育委員会に対して支

援を実施

業務改善や労働問題等に詳しい外部の専門家の知見を活用して教員の意識改革やタ

イムマネジメント手法の取得・定着を目指す区市町村教育委員会に対して支援を実施

➣ ＩＣＴ機器を活用した業務の効率化を目指す区市町村教育委員会に対して、

「統合型校務支援システム」等の導入を支援

➣ 都立学校同様、小・中学校に関わる調査・依頼等についても、目的や頻度、時

期等について精査するなど調査等の縮減を促進

➣ 小学校の大規模校において英語専科教員を段階的に配置するとともに、その他の学校に

おいては時間講師を配置することにより、外国語活動及び英語に係る指導体制を整備

➣ 教員に代わって学習プリントの印刷等の補助的業務を行う「スクール・サポート・スタッフ」の配置を促

進することにより、教員が児童・生徒への指導や授業準備等に一層注力できる環境を整備

副校長を補佐する非常勤職員の任用などによる「学校マネジメント強化モデル事業」の規

模を拡大し、副校長の負担軽減を推進

➣ 都費事務職員の標準的職務内容について改めて周知するとともに、事務職員を

対象とする研修においても、校務運営参画意識を醸成する内容を盛り込むなど、都費事務

職員の資質向上とその能力活用を促進

➣ 地域学校協働活動やコミュニティ・スクールなど、地域全体で学校教育を支援す

➣ 法令上規定された「部活動指導員」を配置する区市町村教育委員会に対し、

その参画が教員の働き方改革につながる取組であることを条件に支援を実施

➣ 中学校体育連盟と連携し、「部活動指導員」に対する研修等を定期的、計画的に

実施し、資質の向上

めるため、地域コーディネーターの支援を実施
➣ 部活動の支援人材の掘り起しなど、地域学校協働本部による部活動支援を進

（５）ライフ・ワーク・バランスの実現に向けた環境整備

都立学校と同様の取組を実施
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（１）目的 （５）取組の方向性（５つの柱）

次代を担う子供たちの豊かな学びと健やかな成長に向けて、教員の心身の
健康保持の実現と、教員が誇りとやりがいをもって職務に従事できる環境を
整備し、学校教育の質を維持・向上

（２）位置付け

・都立学校教員の服務監督権者である都教育委員会の実施計画
・区市町村立学校教員の服務監督権者である区市町村教育委員会による
取組の促進を目指すもの

（３）計画期間 令和５年度から令和８年度まで（４年 間 ）

（４）成果指標・目標値 各施策の効果検証や改善・充実等に活用

外部人材の配置拡充、部活動改革の推進、
TEPRO・民間事業者等との連携

人員体制の強化、指導業務の改善、
事務の見直し・縮減、校務の改善、DXの推進

処遇改善の検討、教員が働きやすい職場づくり、
教員の成長を支える仕組みづくり

教職員の意識改革、

各学校等の自律的な取組の促進、

保護者・地域等との認識の共有

「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」について

１ 策定の背景

・「学校における働き方改革推進プラン」を策定し(H30 .2 )、外部人材活用やデジタル化等の取組
を推進
・時間外勤務の状況は改善傾向にあるものの、依然として長時間勤務の教員が多い状況

○教員が心身ともに健康で、やりがいをもって生き生きと働ける環境づくりを一層進めていくことを表明（R 5 . 1 1）
○集中的に取り組むべき具体的な対策を「実行プログラム」として取りまとめ、学校における働き方改革を更に加速

２ 策定の考え方

Ⅱ  役割分担の見直しと外部人材の活用

Ⅲ  負担軽減・業務の効率化

Ⅳ 働く環境の改善

Ⅴ 意識改革・風土改革

Ⅰ  学校・教員が担うべき業務の精査

※国、都教育委員会が１か月当たりの上

限として定める基準

＜学校、働き方改革を取り巻く状況の変化＞
・教員の安定的な確保が困難（ R 5年度教員採用選考における小学校全科の受験倍率は1 .1倍、教員
の精神疾患による休職率、新規採用教員の1年以内の離職率は増加傾向）
・新たな課題や複雑・高度化する課題への対応（教育DX、グローバル化、いじめ・不登校など）
・国・民間企業においても、長時間労働の抑制やライフ・ワーク・バランス実現のための取組を推進

成果指標（カッコ内は目標値）

①時間外在校等時間 1か月当たり45時間超の教員の割合（ 0％）

②業務への負担・支援 ストレスチェック「仕事のコントロール」「職場の支援」の値（それぞれ100以下）

③ライフ・ワーク・バランス
教員の仕事と仕事以外とのバランスの満足度（80％以上）

年次有給休暇取得日数（年間20日 ）
男性の育児休業取得率（50％以上）

➃仕事に対するやりがい
授業準備の時間が取れていると感じる教員の割合（ 8 0 %以上）
児童・生徒の相談の時間が取れていると感じる教員の割合（80％以上）
教員の仕事についての満足度（80％以上）

時間外勤務が月45時間（※）を超える教員の割合

令 和 ６ 年 ３ 月

東京都教育委員会
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働き方改革の全体像

教育の質の維持・向上

長時間勤務の改善

教職への誇り・やりがいの確保

子供たちと向き合う時間等の確保

Ⅰ 学校・教員が担うべき

業務の精査

Ⅳ  働く環境の改善
Ⅲ  負担軽減・

業務の効率化

授業等

の準備

授業

児童・生徒指導

学校行事

部活動等

校務

研修

保護者・

地域対応等

各学校
（管理職・各教

員
）

都教育委員会 区市町村教育委員会

各々が連携して主体的に改革を推進

ライフ・ワーク・バランスの推進

教員の心身の健康の保持

・処遇の改善の検討
・教員が働きやすい職場づくり
・教員の成長を支える仕組みづくり

・教職員の意識改革

・各学校等の自律的な取組の促進

・保護者・地域等との認識の共有

・外部人材の配置拡充

・部活動改革の推進

・TEPRO・民間事業者等との連携

・人員体制の強化

・指導業務の改善

・事務の見直し・縮減、校務の改善

・DXの推進

次代を担う子供たちの豊かな学びと健やかな成長を実現

業務を

スリム化

Ⅱ 役割分担の見直しと

外部人材の活用

他者と
連携・協働

仕事を楽に

職場の魅力

をアップ

Ⅴ  意識改革・風土改革

マインドセット

を変革
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３ 主な取組

Ⅰ  学校・教員が担うべき業務の精査

学校業務改革推進支援（コンサルタントを活用し、学校業務の精

査や改善等を伴走型で支援）【小中高特】

Ⅱ  役割分担の見直しと外部人材の活用

1 外部人材の配置拡充

副校長補佐【小中高特】 スクール・サポート・スタッフ【小中】

エデュケーション・アシスタント【小】 社会の力活用事業【小】

2 部活動改革の推進

部活動指導員の活用【中高特】

休日の部活動の地域連携・地域移行の推進【中高】

3 TEPRO・民間事業者等との連携

人材バンク、法律相談や就学支援金等事務支援業務等、

TEPROと一層連携した学校支援の在り方を検討【小中高特】

Ⅲ  負担軽減・業務の効率化（つづき）

４ DXの推進

Teams等活用による資料共有や配布物の電子配信【高特】

統合型校務支援ｼｽﾃﾑと採点・分析ｼｽﾃﾑの連携【高】

保護者ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの段階的導入【高特】

デジタルサポーター配置、ICTﾘｰﾀﾞｰの時数軽減【高特】

奨学金支援に係るｼｽﾃﾑの再構築【高】

保護者が学校に提出する書類の電子化の検討【高特】

島しょDXの推進【小中】

Ⅳ  働く環境の改善

1 処遇改善の検討

国の検討状況を踏まえ、対応を検討【小中高特】

2 教員が働きやすい職場づくり

職員室の環境改善【高特】

アウトリーチ型相談事業、SNS相談窓口【小中高特】

新規採用教員メンターの導入【小】

教職員のためのコミュニケーションガイドブック【小中高特】

テレワーク､時差勤務等､新たな働き方の推進【小中高特】

男性育業取得率の目標値を50％以上に向上【小中高特】

3 教員の成長を支える仕組みづくり

教育用語集の作成・提供【小中高特】

研修機会の充実や資格取得等支援の検討【小中高特】

Ⅲ  負担軽減・業務の効率化

1 人員体制の強化

小学校教科担任制の推進【小】

負担の大きい校務を担う教員の授業時数軽減【小中高特】

2 指導業務の改善

教材等の共有、指導教諭等の授業動画配信等【小中高特】

授業時数や学校行事等､教育課程編成に係る指導・助言の徹底
【小中高特】

3 教員が行う事務の見直し・縮減、校務の改善

調査等の見直し・縮減【小中高特】

副校長､分掌主任等が担う業務の点検･見直しの検討【小中高特】

事務職員の負担軽減(庶務関係事務の集約等の検討)【小中高特】
保護者等への対応の見直し【小中高特】

Ⅴ  意識改革・風土改革

在校等時間等の見える化【小中高特】

区市町村教育委員会や学校の主体的な改革に向けた仕組みづくり

の検討【小中高特】

働き方改革に関する好事例の収集・共有【小中高特】

保護者・地域、関係機関との認識の共有【小中高特】
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主な取組（年次計画）

方向性 取組 対象 R5 R6

Ⅰ 学校・教員
が担うべき業務
の精査

学校業務改革推進支援 小中高特

Ⅱ 役割分担
の見直しと外部
人材の活用

配外
置部
拡人
充材
の

副校長補佐 小中高特

スクール・サポート・スタッフ 小中

エデュケーション・アシスタント 小

部活動指導員 中高特

・ の休 都立高校

地地日
域域部
移連活
行携動

高

都立中学校等 中

区市町村立中学校 中

Ⅲ 負担軽減・
業務の効率化

小学校教科担任制の推進 小

校務負担軽減のための時数軽減 小中高特

教育課程編成に係る助言・指導

（授業時数、学校行事等）
小中高特

調査等の見直し・縮減 小中高特

D 
X
の
推
進

統合型校務支援システムと採点・
分析システムとの連携強化 高

保護者コミュニケーションシステム 高特

Ⅳ 働く環境の
改善

アウトリーチ型相談事業 小中高特

先生たちのほっとLINE 小中高特

新規採用教員メンター 小

教職員のための

コミュニケーションガイドブック
小中高特

Ⅴ 意識改革・
風土改革

在校等時間等の見える化 小中高特

保護者・地域等との認識の共有 小中高特

コンサルタントに委託し、業
務の精査・改善を
伴走型で支援

R7 R8

委託結果を踏まえ、業務の適正化を推進
区市町村教育委員会や学校に好事例等を共有

1 ,028校 拡充： 1 ,353校

1 ,971人 拡充： 2 ,175人

100校 拡充： 1 ,268校

効果検証の上、今後の展開を検討
人材確保策、質の向上等について検討、実施

進捗状況を検証し
更に改革を推進

令和6年度の状況を
踏まえ規模を検討

令和10年度までに12学級以上の全校へ導入

通知発出 区市町村教育委員会とも連携して学校に対する指導・助言

視点再整理 視点に基づき縮減 不断の見直し（ I C Tも活用した縮減の検討・実施）

システム改修 連携強化

システムを段階的に導入 拡充：全校

開設 都立学校に対象拡大

希望する都立学校を対
象に追加 継続実施

しくみを導入

在校等時間の
客観的把握

他の学校、他の区市町村教育委員会との比較ができるよう「見える化」を検討・実施

チラシ配布 チラシ配布、メッセージ発信等、働き方改革への理解、協力の依頼を継続

1 ,412人 拡充：1 ,796人

パイロット校運動部6校12部 文化部1校1部

10校10部 拡充：10校70部程度

各区市町村における取組を支援

20校 拡充：90校程度

1 ,506校 拡充：2 ,140校 効果検証の上、今後の展開を検討

作成・提供 周知・活用・更新

希望する小･中学校対象

小学校の全新採教員等
対象

小学校の地区間の初
異動者等を対象に追加

効果検証の上、今後の展開を検討

効果検証の上、今後の展開を検討

効果検証の上、今後の展開を検討
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53.6%

36.0%
33.8%

55.4%

47.7%

47.7%

39.2%

35.0% 33.8%32.3%

24.1%

19.3%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H30 R３ R６ R7

〇教員の｢時間外在校等時間｣は平成30年度以降改善しているが、近年は減少幅が少なくなり、更なる縮減が必要

時間外在校等時間（１か月当たり45ｈ超） 各年度10月の実績

＜教諭等※＞

中学校 改善又は横ばい

10

94.3%

67.3% 63.8%

84.7%

67.3%

66.7%

70.4%

58.2%
56.8%

93.8%

70.2%

64.4%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H30 R3 R6 R7

＜副校長＞

出典：東京都教育委員会「令和7年度学校における働き方改革の進捗及び今後の展開について」
東京都教育委員会「学校における働き方改革の成果と今後の展開（令和元年度版）」から作成

※教諭、主任教諭、指導教諭、主幹教諭

都内公立学校教員の時間外在校等時間の状況

小学校

高等学校

特別支援学校

小学校

特別支援学校

中学校

高等学校

改善又は横ばい

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/-67
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/-67
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/-67
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/01-05_result_develop_r1


出典：東京都教育委員会「令和7年度学校における働き方改革の進捗及び今後の展開について」

校種別

都内公立学校教員の時間外在校等時間の状況
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https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/-67
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/-67
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/-67


〇令和５年度に策定した、「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」において９つの成果指標を設定

〇既に目標を達成している成果指標がある一方、目標まで乖離がある成果指標もある

出典：東京都教育委員会「令和7年度学校における働き方改革の進捗及び今後の展開について」

「学校の働き方改革」の成果指標と達成状況
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https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/-67
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/-67
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/-67


〇「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（以下給特法）」等改正（令和７年６月）

により、「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定、時間外在校等時間の更なる縮減が明確化

「学校の働き方改革」の現状

〇給特法第八条
教育委員会は、指針に即して、当該教育委員会が服務を監督する教育職員に係る業務量管理・健康確保
措置の実施に関する計画（以下「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。）を定めるものとする。
（中略）
５ 都道府県の教育委員会は、市町村の教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定
及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

〇都教育委員会が令和５年度に策定した「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」の位置づけ

・都立学校教員の服務監督権者である都教育委員会の実施計画

・区市町村立学校教員の服務監督権者である区市町村教育委員会による取組の促進を目指すもの

・国の「業務量管理・健康確保措置実施計画」に位置づけ

有識者の知見を踏まえ、現行の「実行プログラム」に代わる「新たな計画」を策定
(令和9年度から11年度までの3年間を想定)

⇒PDCAサイクルを徹底し、毎年「更新・バージョンアップ」を行い取組を加速

令和８年度末で計画期間が終了
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「新たな計画」策定に向け議論すべきテーマ

Ⅳ 働く環境の改善

Ⅰ  学校・教員が担うべき業務の精査
「給特法」改正に伴い、時間外在校等時間の到達目標が示される

教育政策のアップデートが進む中、これまで以上に「学校教育の質の
維持・向上」と「教員の働き方改革」を両立させるための取組が必要

デジタル環境が日進月歩で変革する中、学校現場での効果的な活用
が求められている

テーマ１
「教育に専念できる時間」

を生み出す働き方

テーマ３
「デジタル基盤」や
「新たなテクノロジー・データ」

を活用した業務の在り方

テーマ２
「学校のマネジメント機能の強化」
や「教育委員会の業務運営」等

〇これまでの取組 〇学校を取り巻く、社会状況の変化

〇こうした変化に対応するために、学校・教育委員会が両輪となり、働き方改革や教育政策を推進することが必要

14

Ⅴ 意識改革・風土改革

Ⅲ  負担軽減・業務の効率化（DXの推進を含む）

Ⅱ  役割分担の見直しと外部人材の活用

Ⅳ 働く環境の改善

主な論点



テーマ１ 「教育に専念できる時間」を生み出す働き方

③教職員のエンゲージメント向上と
柔軟な働き方の推進

〇教職員の健康リスクや
仕事の満足度は改善傾向にあるが、
休職者や採用１年以内に離職す
る教諭は増加傾向

〇年次有給休暇取得率や男性の
育業取得率は向上してきたが、
時差勤務やテレワーク等を活用した
多様な働き方の推進が必要

〇教員がストレスなく働くことができる
職場環境の整備が必要

②学校の文化や慣習の見直し
と業務の効果的なマネジメント

①学校・教員が担うべき業務の在り方
の見直し

〇業務の縮減は図られてきたが、
学校や教員以外でも担うことが可能な
業務の更なる見直しが必要
(学校や区市町村教育委員会により、
取組状況が異なる)

〇教科担任制や外部人材の活用等
により人員体制を強化してきたが、
より一層の職務の分業・役割分担
の徹底が必要

〇「チーム学校」の一員である、
事務職員等の更なる活用が必要

③働きやすい職場づくり

論点：時間外勤務の縮減に向け、業務の在り方や仕事の進め方をどのように見直すべきか

解決の方向性

現状・課題

〇学校の組織文化や慣習は、
教員の意識や働き方に影響
しており、よい面もあるが、
長時間勤務につながる要因
のひとつ

〇学校経営や業務の
マネジメント力、運営手法は
管理職によるところが大きい

①担うべき業務の考え方 ②学校の組織・人員体制

15



＜職層別・月別在校等時間平均（都立学校）＞＜区市町村教委別 １か月時間外在校等時間の平均（令和６年度）＞

現状詳細

A市 小：44.1時間 中：34.7時間

B区 小：33.6時間 中：37.5時間

C区 小：28.6時間 中：28.1時間

D市 小：27.9時間 中：57.0時間

地区・校種
により異なる

16

＜職層別 在校等時間（平日）＞ ＜経験年数別 在校等時間（平日）＞

＜学校のタイプ別（学科等）在校等時間（平日）＞

特別支援学校では、視覚障害及び聴覚障害
教育部門が長い

高校では、進学指導校の在校等時間が長い

３年目以下の
教員の在校等
時間が長い

出典：文部科学省「R7年度教育
委員会における学校の働き方改革の

ための「見える化」調査結果」から作成

主幹教諭の在校
等時間が主任教
諭や教諭より長い

出典：東京都教育委員会「都立学校教員勤務実態調査の集計結果について（令和５年７月）」等から作成 16

＜在校等時間が長い者と短い者の業務時間＞

１日の業務時間について、在
校等時間が60時間以上の教
員と50時間未満の教員とで
は、主に「部活動」・「学級経
営・学校行事」等に差がある

・副校長の在校等時間が最も長い
・４～６、９～11、３月が長い

３
月

２
月

１
月

12

月

11

月

10

月
９
月

８
月

７
月

６
月

５
月

４
月

テーマ１ 「教育に専念できる時間」を生み出す働き方

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm


新任教諭の1年以内退職が増加

87

225

0

100

200

R2 R72.8％

5.5％

※進路変更・メンタルで約8割

雑多でコミュニケーションが図りづらい

職員室環境の例

37.9％
37.9％

いままで実施してきた取組・慣行はなかなか見直し
づらい等、所属する学校の文化等により難しいため

40.9％ 46.2％

保護者の理解が必要となるため 37.9％ 13.1％

地域ボランティア、支援人材、教員等の追加的な
協力が必要なため

26.2％ 24.0％

地域の理解が必要となるため 10.2% 8.7%

出典：文部科学省「教員勤務実態調査
（令和４年度）の集計（確定値）について」から作成

⇒業務による取組差や自治体間の取組差あり

17

※①「学校以外が担うべき業務」
②「教師以外が積極的に参画すべき業務」
③「教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務」

病気休職者（ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ不調）の割合が増加

① 学校徴収金の徴収・管理 41.3% (26)  

②

調査・統計等への回答 50.8% (32）

プールや体育館等の施設・設備管理 44.4% (28) 

校内清掃 38.1% (24) 

③
給食の時間における対応 49.2% (31) 

学校行事の準備・運営 66.7% (42) 

支援が必要な児童生徒等への対応 93.7% (59) 
出典：文部科学省「R7年度教育委員会における学校
の働き方改革のための「見える化」調査結果」から作成
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不調者の対教員
数の割合

テーマ１ 「教育に専念できる時間」を生み出す働き方

現状詳細

⇒学校の文化等が教員の業務削減や事務職員の活用を困難にしている面もあり

主な業務の
取組実施自治体の割合
（かっこ内は自治体数）

＜中教審「学校と教師の業務の３分類・19業務」※＞

学校徴収金の

徴収・管理

調査・統計等

への回答等削減すべきと考えているものの、削減できないと考える理由

＜教員調査（アンケート）＞ 中学校の例

https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_zaimu01-100003067-2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_zaimu01-100003067-2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_zaimu01-100003067-2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_zaimu01-100003067-2.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm


③教育委員会における
仕事の進め方や体制を見直し

〇教育政策のアップデートに伴い、
教育委員会の業務も拡大し、
複雑・高度化

〇学校現場に対して、本庁・事業
所のあらゆる組織からそれぞれ
依頼や指示が出る仕組み

②学校管理職・指導主事のあり方
を見直し

①校長等のマネジメントのあり方
を見直し

〇学校に指導・助言する
キーパーソンである「指導主事」
は、様々な事務仕事・企画業務
等を担っており、職の役割を明確
化することが必要

〇教育管理職選考の倍率は低く、
将来の教育管理職の計画的な
確保・育成が必要

論点：教育委員会も含め、組織やマネジメント力のアップグレードをどのように進めていくべきか

〇学校経営を担う学校管理職の
業務は拡大、複雑・困難化し、
高度なマネジメントが求められる

〇これからの時代の学校経営に
求められるマネジメント能力等
の習得・向上、有用な人材の
育成と活用等が不可欠

①校長等のマネジメント ②学校管理職・指導主事 ③教育委員会

解決の方向性

テーマ２ 「学校のマネジメント機能の強化」や「教育委員会の業務運営」等

18

現状・課題

学校事務職員や教育委員会の事務職員の仕事のあり方とも関連



①校長等のマネジメント

19

教員 教育管理職等

求められる役割や能力 求められる役割

教職に必要な素養

教
員
が

身
に
付
け
る
べ
き
力

学習指導力 学
校マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力

学校経営力

生活指導力・進路指導
力

外部折衝力

外部との連携・折衝力 人材育成力

学校運営力・組織貢献
力

教育者としての
高い見識

特別な配慮や支援を必要とす
る子供への対応

特別な配慮や支援への対応

デジタルや情報・教育データ
の利活用

デジタルや教育データ
の利活用

教育課題に関する対応 教育課題に対する対応

●教育に対する熱意と使命感を持つ教師
・子供に対する深い愛情
・教育者としての責任感と誇り
・高い倫理観と多様性に配慮した人権意識

●豊かな人間性と思いやりのある教師
・温かい心、柔軟な発想や思考、創造性
・幅広いコミュニケーション能力

●子供のよさや可能性を引き出し
伸ばすことができる教師

・常に学び続ける意欲
・一人一人のよさや可能性を見抜く力
・教科等に関する高い指導力

●組織人として積極的に協働し
互いに高め合う教師

・経営参画への意欲、協働性
・高い志とチャレンジ精神
・自他の安全を守る危機管理力

東京都の教育に求められる教師像

「東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に管理する指標」（令和８年２月一部改定版）より抜粋

・ 求められる教師像や教育管理職に求められる役割として、４つの学校マネジメント能力を設定

・ 今後、社会状況の変化に即し、より多様な視点を踏まえた学校経営を行っていくためには、
求められる役割や能力のさらなる強化が必要

テーマ２ 「学校のマネジメント機能の強化」や「教育委員会の業務運営」等



主任教諭歴２年以上
44歳未満

教 諭

主任教諭

主幹教諭・指導教諭

副 校 長

校 長

主任教諭選考
教職経験８年以上
30歳以上6２歳未満

４級職選考

46歳以上54歳未満
※選考合格後、主幹教諭に任用

教育管理職選考Ｂ

39歳以上54歳未満

教育管理職選考Ｃ

主幹・指導教諭歴３年以上
50歳以上60歳未満

指導主事

教育管理職選考Ａ 44歳未満

校長職候補者選考
教育管理職歴３年以上
59歳未満

（最速43歳）

（最速39歳）

（最速33歳）

（最速31歳）

（最速23歳）

教育管理職選考Ｂ´

②学校管理職・指導主事等 ＜副校長任用審査＞

〇教育管理職選考合格者

〇Ａ選考合格後、原則５年以上

（主任教諭で合格の場合、６年

以上）

〇Ｂ選考合格後、原則２年以上

（主任教諭で合格の場合、３年

以上）

〇Ｃ選考は、教育管理職選考の判

定結果をもって任用審査会におけ

る適格の判定を受けたものとみなす。

＜校長任用審査＞

〇校長選考合格者

〇管理職（副校長、

統括指導主事等）

経験年数４年以上

・教職員一人ひとりのキャリアに応じた多様な選考ルートが設定されている一方、昇任選考等が多岐に亘っており、
校長職に任用されるまでのプロセスが多段階で複雑

主任教諭歴２年以上
34歳以上60歳未満

20

テーマ２ 「学校のマネジメント機能の強化」や「教育委員会の業務運営」等

1.3 1.4 1.6

R5 R6 R7

教員管理職選考の倍率

は低い状態が続いている

532人 506人 485人
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・学校に指導・助言するキーパーソン
(教育管理職のファーストステップ)

⇒事務仕事等マルチタスクの負担

テーマ２ 「学校のマネジメント機能の強化」や「教育委員会の業務運営」等

学校

指導主事校長・副校長 約4,400人

・学校の管理職、経営責任者

⇒近年、マネジメントが広範囲
となり、内容も複雑化・困難化

約300人

教育委員会

両輪で

働き方改革
や教育政策

を推進

事務局職員

学校事務職員

教員 約61,700人

約2,900人

約800人

学校の働き方改革の実効性を高めるためには、教員の働き方の見直しだけでなく、

学校の事務職員や、学校を指導・支援する教育委員会を含め、業務を一体的に見直す必要

③学校と教育委員会

※人数は、東京都教育委員会
「R7年度公立学校統計調査報
告書（学校調査編）」から集計

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00025.htm


教育庁本庁（８部）

都立学校(２５６校)
小学校 １校

中学校 ５校

高校 １８７校

中等教育学校 ５校

特別支援学校 ５８校

学校経営支援センター

３所３支所 計６か所

教育相談センター

教職員研修センター

教育委員会事務局
６２区市町村

区市町村立学校

幼稚園 １４３園

小学校 １，２５２校

中学校 ５９８校・２分校

義務教育学校 １１校

中等教育学校 １校

特別支援学校 ５校

東京都教育委員会 区市町村教育委員会

公益財団法人

東京都教育支援機構

（TEPRO）

※学校数は令和８年４月１日

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
部

指
導
部

地
域
教
育
支
援
部

都
立
学
校
教
育
部

企
画
部

総
務
部

人
事
部

福
利
厚
生
部

＜事業所＞
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テーマ２ 「学校のマネジメント機能の強化」や「教育委員会の業務運営」等

③－１ 学校と教育委員会詳細

・学校の現場に対して、本庁・事業所のあらゆる組織からそれぞれ依頼や指示が出る仕組み

・教育政策のアップデート等に伴い、支援が多層化しているため、役割分担の再整理が必要

DX契約

教育課程

国際交流

人事

入学者選抜

事故対応 等

予算

生徒指導



学校経営支援センター

◆学校経営支援センターの概要（平成18年４月1日開設）
○校長による自律的な経営支援のために、本庁業務であった、
予算配付・教員人事・教育課程・学校経営に関する権限をセンターに委ね、
学校の身近な地域で各校の実態に応じた機動的できめ細かい支援を実施

○学校事務室で行う庶務、契約及び施設管理等をセンターで集約し、
学校の事務量を縮減し効率化

西部支所（小平）

西部所（立川）

中部所（笹塚）

東部所（水道橋）

中部支所（池袋）

東部支所（押上）

〈学校経営支援センター〉 〈学校〉

実施業務・
権限の委
譲

〈本庁〉

企画力

【経営支援】
・教職員の人事異動、人事考課、危機管理、教育課程、服務等

【業務支援】
・教職員の旅費、手当、予算編成・執行、物品購入、施設修繕等

◆管理課の主な業務

○学校経営企画室の業務集約による集中処理

・旅費計算・支給

・通勤手当などの各種手当の計算・認定

・予算編成・執行に係る支援

・設備保守点検

・物品購入等、契約業務の集約化

・施設修繕・改修工事

◆経営支援室の主な業務

〇実態に応じたきめ細かな支援を実施

・教職員の人材情報の収集と育成の支援

・校長の人事構想支援と異動作業

・適正な人事考課への支援

・危機管理対応支援

・教育課程の編成・実施・適正化への支援

・臨時的任用教員・非常勤講師等の任用等

・教職員の服務（休職等）、疑義照会等

（支援対象 ）都立学校

23

テーマ２ 「学校のマネジメント機能の強化」や「教育委員会の業務運営」等



テーマ３「デジタル基盤」や「新たなテクノロジー、データ」を活用した業務の在り方

③在校等時間や業務量等の
データの把握、分析、活用

〇効果的な学校経営マネジメント
の推進や、
教員の時間に対する意識を
高めていくため、
在校等時間や業務量のデータ
を有効活用がすることが必要

②生成AIなど新たなテクノロジー
を活用した働き方の推進

①デジタル基盤を前提とした働き方
の推進

〇「都立AI」を学習での活用
に加えて、
校務においても積極的に活用
していくことが必要

※「都立AI 校務における
利活用マニュアル」を
第１回有識者会議終了後に
発出

論点：生成AI・データ等を活用した新たな働き方をどのように確立していくべきか

〇校務の効率化を図るため、
既存のデジタル基盤を有効活用
していくことが必要

【例】

(全校種)

・統合型校務支援システム

(都立学校）

・公用スマホの貸与(R8新規)
・保護者コミュニケーションツール

①デジタル基盤 ②生成AI等 ③データの把握、分析、活用

※現在、校務DXに係る実態調査中

解決の方向性

24

現状・課題



〇「都立AI」を学習での活用に加えて、
校務においても積極的に活用していくことが必要

○「都立AI 校務における 利活用マニュアル」

【主な記載内容】

85.3

14.7

【都立AIの生成AIメニューの内訳】

学習

校務

生成ＡＩメニューとは？

〇回答ルールや回答を生成する際に参照する資料の設定が可能
になる機能

〇この機能により、簡単に答えを出さず、児童・生徒の考えさせるような
設定や、校務に特化した回答を生成することが可能になる

〇生成ＡＩメニューは、各学校内や全都立学校内で共有でき、
広く利用可能

〇校務における利活用例
・所見や推薦文等の下書きサポート
・文献や資料の要点整理
・教師の発問に対する児童・生徒の反応のシミュレーション

〇注意事項
・生成した結果を確認してから使用すること
・個人情報など機密性の高い情報を入力しないこと

〇都立ＡＩの具体的な操作説明

校務での都立ＡＩの活用を推進するため、
利活用マニュアルを、本日全都立学校に配布

25

テーマ３「デジタル基盤」や「新たなテクノロジー、データ」を活用した業務の在り方



月平均 ４月 ５月 ･･･ 12月 年間計

A 50 48 58 40 600

B 22 14 21 14 264

C 55 56 47 67 660

D 32 18 29 48 384

E 61 52 55 60 732

F 72 75 74 74 864

G 43 42 40 52 516

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

47.9 43.6 48.8 56.3

R５年度 １２月

〇都立学校の在校等時間の見える化

・各校が自校の状況を客観的に把握・分析し、具体的な改善策を検討するための材料

・見える化により、学校内・チーム内での建設的な対話のきっかけとして活用

☞ 管理職の組織マネジメントや教職員の意識の改革、学校の風土改革を促進
☞ 今後、区市町村教育委員会にも対象を拡大

学校の個別Excel表で時間外在校等時間を管理

26

before

after ダッシュボードの活用

テーマ３「デジタル基盤」や「新たなテクノロジー、データ」を活用した業務の在り方

（令和７年２月から運用）



テーマ１ 教育に専念できる時間を生み出す働き方

時間外勤務の縮減に向け、業務の在り方や仕事の進め方をどのように見直すべきか

（１）全ての学校で、学校・教員が担うべき業務や負担軽減を図るべき業務の
見直しをどのように進めていくべきか。

（２）教員の働き方の意識を高め、学校の組織文化や慣習を見直し、効果的な
マネジメントによる学校経営の下で業務を進めていくためには、
どうあるべきか。

（３）教職員のエンゲージメント向上に向け、様々なライフスタイルに合わせた
柔軟な働き方の実現やよりよい職場環境はどうあるべきか。

論 点

27



テーマ２ 学校のマネジメント機能の強化や、教育委員会の業務運営等

教育委員会も含め、組織やマネジメント力のアップグレードをどのように進めていくべきか

（１）社会状況を踏まえた、これからの時代の学校経営に求められる校長等の
マネジメントのあり方はどうあるべきか。

（２）将来の学校経営を担う管理職の確保・育成に向けた、選考・任用制度等は
どうあるべきか。

（３）学校を指導・支援する教育委員会における仕事の進め方や体制はどうある
べきか。

論 点

28



参 考 資 料
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教員の業務時間（都立学校 教諭等）平日

出典：東京都教育委員会「都立学校教員勤務実態調査の集計結果について（令和５年７月）」

〇「授業」が最も長く、次いで「授業準備・学習指導」、「生徒指導」、「学校経営」の順となっている。



31

教員の業務時間（都立学校 副校長）平日

出典：東京都教育委員会「都立学校教員勤務実態調査の集計結果について（令和５年７月）」

〇 調査実施時期の違いはあるものの、前回調査と比較して複数の業務で業務時間が減少

「人事関連」が最も長く、次いで「学校運営事務等」となっている。



教員の業務時間（全国の小・中学校 教諭）

出典：文部科学省「教員の勤務実態調査（令和４年度）の集計（確定値）について（令和６年４月）」 32



33

業務別やりがい・負担感（都立学校 教諭等）

出典：東京都教育委員会「都立学校教員勤務実態調査の集計結果について（令和５年７月）」

〇 やりがいについては、いずれの校種でも、「授業」、「授業準備・学習指導」、「生徒指導」及び「学級経営・学校行事等」について、やりがいを感じている者の

割合が高くなっており、高等学校においては「部活動」も割合が高くなっている。

〇 負担感については、「成績処理」、「学校経営」、「事務（調査への回答等）」、「校内研修」及び「保護者等外部対応」について、

負担感を感じている者の割合が高くなっている。
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業務別やりがい・負担感（全国の小・中学校 教諭）

出典：文部科学省「教員の勤務実態調査（令和４年度）の集計（確定値）について（令和６年４月）」
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「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」に基づく令和８年度の主な取組

＊教育委員会定例会（令和８年２月）報告資料
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東京都教育委員会における 教育職員の処遇改善（概要） ＊教員への配布資料
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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

第３条 教育職員（校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者（教育公務員特例法

（昭和二十四年法律第一号）第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって、当該認

定の日から同条第四項の認定の日までの間にあるものをいう。第五条及び第六条第一項において同

じ。）を除く。以下この項及び次項において同じ。）には、その者の給料月額の百分の十（幼稚園

の教育職員にあっては、百分の四）に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調

整額を支給しなければならない。

２ 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

（略）

教員の勤務、処遇について

〇教員の勤務については、勤務時間の内外を問わず包括的に評価することとし、教職調整額を支給し、

超過勤務手当を支給しない（昭和４６年人事院意見）
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都立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針抜粋（都教育委員会）【令和２年４月から施行】

42

第１ 趣旨
学校を取り巻く環境が複雑化・多様化し、求められる役割が拡大する中、新学習指導要領の確実な実施など、学校教育の更なる充実が求められている。
こうした中、教育職員の長時間労働の実態が明らかとなっており、このことは子供たちの学びを支える教育職員の心身の健康に少なからず影響を及ぼすとと

もに、日々の教育活動の質にも関わる重大な問題となっている。
文部科学省は、平成31年１月に学校における働き方改革の総合的な方策の一環として、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」（以下

「ガイドライン」という。）を策定し、東京都教育委員会（以下「都教育委員会」という。）は、ガイドラインを参考に「都立学校の教育職員の勤務時間の上
限に関する方針」（以下「方針」という。）を策定した。
その後、文部科学省は、令和元年12月に公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和元年法律第72号）を公

布し、令和２年１月に公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。）第７条の規定に基づ
き、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関
する指針」（令和２年文部科学省告示第１号。以下「指針」という。）を告示した。
ついては、都教育委員会は、指針に基づき、「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」（平成７年東京都条例第45号。以下「条例」という。）を

改正し、同条例施行規則（平成７年東京都教育委員会規則第５号）第３条の２第３項の規定に基づき、方針を「都立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関
する方針」と改称し、都立学校における教育職員のいわゆる「超勤４項目」以外の業務も含めて業務を行う時間の把握を行い、業務の削減や勤務環境の整備を
進めるものである。

第２ 方針の対象者
本方針は、条例第２条第２項に規定する教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員（以下単に「教育職員」という。）のうち、都立学校の教育職員を対象とする。

なお、給特法の対象となっていない事務職員、学校栄養職員等については、法定労働時間を超えて勤務させる場合には、いわゆる「36協定」を締結する中で
働き方改革推進法に定める時間外労働の規制が適用されるものである。

第３ 在校等時間の上限時間
１ 方針において対象となる在校等時間の考え方

学校における働き方改革を進めるために、条例や規則等では対象とはならない、教育職員のいわゆる「超勤４項目」以外の業務のための時間についても
「在校等時間」の対象とする。
なお、在校等時間とは、在校時間（休憩時間及び勤務時間外に自発的に行う自己研さん等の時間を除く。）に、職務として行う研修や児童生徒の引率等の

職務に従事している校外での時間（休憩時間を除く。）を加えた時間をいう。
２ 上限時間の原則

教育職員の在校等時間から所定の勤務時間（条例第12条及び条例第13条の規定による休日並びに条例第14条第１項の規定により指定された代休日以外の日
（代休日が指定された勤務日を含む。）における正規の勤務時間をいう。以下同じ。）を除いた時間（以下「時間外在校等時間」という。）を次に掲げる基
準の範囲内とする。
⑴ １月について45時間
⑵ １年について360時間

３ 特例的な扱い
上記２を原則としつつ、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以

外の時間に業務を行う必要があると教育委員会が認める場合についての時間外在校等時間及び月数を次に掲げる基準の範囲内とする。
⑴ １月について100時間未満
⑵ １年について720時間
⑶ １月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、３月、４月及び５月の期間を加えたそれぞれの期間において１月当たりの平均時間につい
て80時間

⑷ １年のうち、１月において45時間を超える月数について６月
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都内公立学校の保護者・地域の皆様に向けた資料（小・中学校の場合） 令和５年度 東京都教育委員会
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「学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに係るガイドライン」の策定について 令和８年２月 東京都教育委員会
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都内公立学校における働き方改革取組事例

東京都教育委員会「都内公立学校における働き方改革取組事例集」より抜粋



47



48



49



50



51



52



53



54



中央教育審議会：学校と教師の業務の３分類

55出典：文部科学省 学校と教師の業務の３分類

https://www.mext.go.jp/content/20250926-mxt_syoto01-000045031_06.pdf


文部科学省：教員勤務実態調査（令和４年度）の分析結果～在校等時間に影響を及ぼす要素～

56

〇所属する学校で、PDCA等の働き方改革に関する取組が行われているほど、教諭の時間管理意識が高い

〇管理職がリーダーシップを発揮し働き方改革を進めていると認識している教諭ほど、時間管理意識が高い

〇時間管理意識の高い教諭ほど、1日あたりの在校等時間が少ない

出典：文部科学省教員勤務実態調査（令和４年度）【確定値】について（概要）

https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_zaimu01-100003067-1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_zaimu01-100003067-1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_zaimu01-100003067-1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_zaimu01-100003067-1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_zaimu01-100003067-1.pdf


世界と日本の小中学校教員の仕事時間
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〇日本の小中学校教員の１週間当たりの仕事時間は、OECD各国の中で最長

出典：文部科学省「OECD国際教員指導環境調査（TALIS）2024報告書のポイント」

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/Others/20251006-ope_dev02-2.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/Others/20251006-ope_dev02-2.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/Others/20251006-ope_dev02-2.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/Others/20251006-ope_dev02-2.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/Others/20251006-ope_dev02-2.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/Others/20251006-ope_dev02-2.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/Others/20251006-ope_dev02-2.pdf


世界と日本の小中学校教員の業務

58

〇日本の教員は、授業時間以外の児童生徒指導、学校運営業務、
外部対応業務等を担う割合が諸外国と比較して高い

出典：文部科学省国立教育政策研究所 藤原文雄 「質の高い教師の確保のための教職の 魅力向上に向けた環境の在り方等に関する調査研究会資料」

https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_zaimu-000026568_07.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_zaimu-000026568_07.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_zaimu-000026568_07.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_zaimu-000026568_07.pdf


諸外国における学校職員配置率及び学校管理職の支援スタッフ等活用スキル育成に向けた取組

59

〇日本は諸外国と比較して、教員以外の学校職員の配置率が低い

〇諸外国では、学校への配置職種が多岐に亘っており、スキル育成に向けた取組が充実

出典：文部科学省国立教育政策研究所 藤原文雄 「質の高い教師の確保のための教職の 魅力向上に向けた環境の在り方等に関する調査研究会資料」

https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_zaimu-000026568_07.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_zaimu-000026568_07.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_zaimu-000026568_07.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_zaimu-000026568_07.pdf
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